
○和光市認可外保育施設指導監督等実施要綱

平成２７年１１月２６日

告示第２２７号

改正 平成２８年２月１日告示第１９号

平成２８年１２月２８日告示第２５２号

令和２年７月２８日告示第２０７号

令和３年５月２７日告示第１５２号

令和５年４月１日告示第８９号

（趣旨）

第１条 この告示は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例（平成１１年埼玉

県条例第６１号）の規定に基づき和光市が実施する児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号。以下「法」という。）第５９条の規定による認可外保育施設に対する調査、指導

及び命令（以下「指導監督」という。）、法第５９条の２の規定による届出の受理並び

に法第５９条の２の５の規定による報告の徴収及び公表について、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第２条 この告示において、「認可外保育施設」とは、市内に所在する法第６条の３第９

項から第１２項までに規定する業務又は法第３９条第１項に規定する業務を目的とする

施設であって、法第３４条の１５第２項若しくは法第３５条第４項の認可又は就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７

７号。以下この条において「認定こども園法」という。）第１７条第１項の認可を受け

ていないもの（法第５８条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可

を取り消されたもの又は認定子ども園法第２２条第１項の規定により幼保連携型認定こ

ども園の認可を取り消されたものを含む。）をいう。

（届出）

第３条 法第５９条の２第１項の規定による届出は、和光市認可外保育施設設置届出書（様

式第１号）により行うものとする。

２ 法第５９条の２第２項の規定による変更の届出は、和光市認可外保育施設変更事項届

出書（様式第２号）により行うものとする。



３ 法第５９条の２第２項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、和光市認可外保育

施設（廃止・休止）届出書（様式第３号）により行うものとする。

（運営状況等の報告）

第４条 法第５９条の２の５第１項の規定による報告は、和光市認可外保育施設運営状況

報告書（様式第４号）により行うものとする。

２ 認可外保育施設の設置者又は管理者（以下「設置者等」という。）は、次の各号に掲

げる場合には、当該各号に定める様式により、直ちに市長に報告しなければならない。

（１） 認可外保育施設において、乳幼児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第４条第１項に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。）が死亡し、若しくは重傷

を負い、又は食中毒等の重大な事故が生じた場合 事故等報告書（様式第５号）

（２） １日２４時間の利用がおおむね５日以上続いた乳幼児がいた場合 長期滞在児

童報告書（様式第６号）

（立入調査）

第５条 市長は、認可外保育施設が別に定める認可外保育施設指導監督基準（以下「指導

監督基準」という。）に適合しているかどうかを確認するため、認可外保育施設につい

て、年１回以上、法第５９条第１項の規定による調査（以下「立入調査」という。）を

行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、認可外保育施設が次の各号のいずれかに該当した

ときは、当該認可外保育施設について、随時、立入調査を行うものとする。

（１） 前条第２項に規定する報告を受理したとき。

（２） 乳幼児の保護者からの苦情、相談又は通報等により指導監督基準を満たしてい

ないことが疑われるとき。

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が立入調査を実施する必要があると認めたと

き。

３ 市長は、立入調査の実施日の１月前（前項の立入調査にあっては、前日）までに、立

入調査の期日、担当職員の氏名その他必要な事項を設置者等に通知するものとする。た

だし、緊急を要する場合は、この限りでない。

（証明書の交付）



第６条 市長は、立入調査の結果、認可外保育施設が指導監督基準を満たしていると認め

られたときは、次の各号に掲げる認可外保育施設の区分に応じ、当該各号に掲げる証明

書を、設置者等に対し、交付するものとする。

（１） １日に保育する乳幼児の数が６人以上の認可外保育施設 和光市認可外保育施

設指導監督基準を満たす旨の証明書（様式第７号）

（２） 法第６条の３第９項に規定する業務又は同条第１２項に規定する業務を目的と

する認可外保育施設（１日に保育する乳幼児の数が５人以下のものに限る。） 和光

市認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書（様式第７号の２）

（３） 法第６条の３第１１項に規定する業務を目的とする認可外保育施設（複数の保

育に従事する者を雇用しているものに限る。） 和光市認可外保育施設指導監督基準

を満たす旨の証明書（様式第７号の３）

（４） 法第６条の３第１１項に規定する業務を目的とする認可外保育施設（複数の保

育に従事する者を雇用していないものに限る。） 和光市認可外保育施設指導監督基

準を満たす旨の証明書（様式第７号の４）

２ 市長は、前項の規定により証明書を交付したときは、その写しを埼玉県に送付するも

のとする。

（改善指導）

第７条 市長は、立入調査により改善を要する事項がある場合は、当該事項を改善指導通

知書（様式第８号）により当該立入調査を受けた認可外保育施設の設置者等に通知する

ものとする。

２ 設置者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に記載された事項を速

やかに改善し、その結果を文書により市長に報告しなければならない。この場合におい

て、当該事項の改善に時間を要するときは、当該事項の改善に関する取組を定めた計画

書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

３ 市長は、前項前段の規定による報告に記載された改善の状況が不十分であると認める

とき、又は前項後段の計画書に記載された取組の進捗が不十分であると認めるときは、

再度の指導その他必要な指導を行うものとする。

（改善勧告）

第８条 法第５９条第３項の勧告は、改善勧告書（様式第９号）により行うものとする。



２ 設置者等は、改善勧告書を受けたときは、当該改善勧告書に記載された事項を直ちに

改善し、当該改善勧告書を受けた日から起算して１月以内にその結果を文書により市長

に報告しなければならない。

３ 市長は、前項の規定による報告に記載された改善の状況等を確認するため必要がある

と認めたとき又は前項の規定による期限内に当該報告の提出がなかったときは、設置者

等に対し出頭を求め、質問をし、又は立入調査を行うものとする。

４ 市長は、法第５９条第４項の規定による公表を行うときは、当該認可外保育施設の乳

幼児の保護者にその内容を周知することができる。

５ 市長は、第１項の勧告又は前項の公表を行ったときは、その旨を埼玉県に報告するも

のとする。

（命令及び公表）

第９条 法５９条第５項の規定による命令は、事業停止・施設閉鎖命令書（様式第１０号）

により行うものとする。

２ 市長は、前項の命令を行ったときは、その旨を公表することができる。

３ 前条第５項の規定は、第１項の命令及び前項の規定による公表について準用する。

（関係行政機関との連携）

第１０条 市長は、指導監督の実施に当たっては、関係行政機関との十分な連携の下に実

施し、指導監督の結果及び改善状況について、関係行政機関に通知するものとする。

２ 市長は、法第５９条第３項の勧告又は同条第５項の命令をするために必要があると認

めるときは、他の都道府県知事に対し、その勧告又は命令の対象となるべき設置者等に

関する情報その他の参考となるべき情報の提供を求めることができる。

（その他）

第１１条 この告示に定めるもののほか、指導監督等の実施に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

この告示は、平成２７年１２月１日から施行する。

附 則（平成２８年告示第１９号）

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年告示第２５２号）

（施行期日）



１ この告示は、平成２９年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の様式による用紙で、現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則（令和２年告示第２０７号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年告示第１５２号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市認可外保育施設指導監督等実施

要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。

附 則（令和５年告示第８９号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市認可外保育施設指導監督等実施

要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。


